
大 阪 学 院 大 学 学 則                

 
            第 １ 章   総 則           

 第 １ 条   本 大 学 は ，教 育 基 本 法 及 び 学 校 教 育 法 に 則 り ，学 術 的 見 地 よ り そ の 専 門

的 知 識 と 技 能 を 授 け ，そ の 応 用 と 研 究 の 能 力 を 養 う こ と を 目 的 と し ，社

会 人 と し て の よ り 高 い 教 養 と 優 れ た 健 康 と を 併 せ そ な え ，社 会 の 発 展 及

び 福 祉 の 増 進 に 寄 与 し う る 実 践 且 つ 独 創 力 に 富 む 人 材 の 育 成 を 使 命 と

す る 。  

 

            第 ２ 章   組 織           

 第 ２ 条   本 大 学 に 次 の 学 部 及 び 学 科 を 置 く 。  
 
 

学 部         学 科         

商 学 部  商 学 科  

経 営 学 部  
経 営 学 科  

ﾎ ｽ ﾋ ﾟ ﾀ ﾘ ﾃ ｨ 経 営 学 科  

経 済 学 部  経 済 学 科  

法 学 部  法 学 科  

外 国 語 学 部  英 語 学 科  

国 際 学 部  国 際 学 科  

情 報 学 部  情 報 学 科  

 
 

    ２ ．本 大 学 の 学 部 ，学 科 に お け る 人 材 の 養 成 に 関 す る 目 的 ，そ の 他 の 教 育 研

究 上 の 目 的 に つ い て は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 第 ３ 条   本 大 学 に 大 学 院 を 置 く 。  

    ２ ． 大 学 院 に 関 す る 学 則 は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 第 ４ 条   本 大 学 各 学 部 及 び 学 科 の 入 学 定 員 及 び 収 容 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。 
 

 
学 部      学 科        入 学 定 員    収 容 定 員  

商 学 部  商 学 科     1 5 0  名  600 名  



経 営 学 部  

経 営 学 科     2 8 0  名  1 , 1 2 0  名  

ﾎ ｽ ﾋ ﾟ ﾀ ﾘ ﾃ ｨ経 営 学 科     1 0 0  名  4 0 0  名  

経 済 学 部  経 済 学 科     4 0 0  名  1 , 6 0 0  名  

法 学 部  法 学 科     1 5 0  名  6 0 0  名  

外 国 語 学 部  英 語 学 科     1 2 0  名  4 8 0  名  

国 際 学 部  国 際 学 科     0 8 0  名  3 2 0  名  

情 報 学 部  情 報 学 科     1 0 0  名  4 0 0  名  

 

            第 ３ 章   授 業 科 目           

 第 ５ 条   各 学 部 の 授 業 科 目 及 び 単 位 数 は ， 別 表 の と お り と す る 。  

      た だ し ， 授 業 科 目 は 必 要 あ る と き 臨 時 に 増 減 す る こ と が で き る 。  

 第5条の2  授 業 は ， 講 義 ， 演 習 ， 実 験 ， 実 習 若 し く は 実 技 の い ず れ か に よ り 又 は

こ れ ら の 併 用 に よ り 行 う も の と す る 。  

    ２ ． 前 項 の 授 業 は ， 多 様 な メ デ ィ ア を 高 度 に 利 用 し て ， あ ら か じ め 指 定 し

た 日 時 に パ ソ コ ン そ の 他 双 方 向 の 通 信 手 段 に よ り ， 当 該 授 業 を 行 う 教

室 等 以 外 の 場 所 で 履 修 さ せ る こ と が で き る 。 な お ， 当 該 授 業 を 実 施 す

る 授 業 科 目 に つ い て は 別 表 に 定 め ， こ れ に よ り 修 得 す る 単 位 数 は 6 0単

位 を 超 え な い も の と す る 。  

 

            第 ４ 章   授 業 科 目 履 修 方 法           

 第 ６ 条   本 大 学 の 修 業 年 限 は ， ４ 年 と し ， ８ 学 期 に 分 け る 。  

    ２ ． 本 大 学 に 在 学 す る 年 数 は ， ８ 年 を 超 え る こ と は で き な い 。  

 第 ７ 条   本 学 生 の 卒 業 に 必 要 な 授 業 科 目 及 び 単 位 数 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

〔 商 学 部  商 学 科 〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年次前期に履修すること。  

修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

教 養 10単 位 以 上    

言 語 4単 位 以 上  1外 国 語 4単 位 必 修  



実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

基 礎 科 目 

5 2単 位 以 上  

必修 4科目 8単位（基礎科目）及び専攻するコ
ースの必修科目 4単位と選択必修科目から修
得した 16単位を含む。  
・マーケティング戦略コース  
・グローバル・ビジネスコース  
・財務情報コース  

基 幹 科 目 

専 攻 応 用 科 目 

専 攻 共 通 科 目 1 2単 位 以 上   

演

習

科

目 

ゼミナールⅠＡ 2単 位   8科目 16単位  

「ゼミナールⅣＡ・ⅣＢ」の 4単位は，専攻

科目の単位で代替できる。  
ゼミナールⅠＢ 2単 位  

ゼミナールⅡＡ 2単 位  

ゼミナールⅡＢ 2単 位  

ゼミナールⅢＡ 2単 位  

ゼミナールⅢＢ 2単 位  

ゼミナールⅣＡ 2単 位  

ゼミナールⅣＢ 2単 位  

実践課題研究Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実践課題研究Ⅱ 

実践課題研究Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

 

〔 経 営 学 部  経 営 学 科 〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 
初 年 次 教 育 

1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  

修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 10単 位 以 上    

言 語 4単 位 以 上  1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

基 礎 科 目 1 4単 位   

経 営 基 幹 科 目 1 6単 位 以 上  

規定の単位数を超えて修得した単位は，経

営応用科目・経営関連科目・経営グローバル

科目の単位数に充当できる。  

経 営 応 用 科 目 

2 8単 位 以 上  コース別必修科目 8単位を含む。  経 営 関 連 科 目 

経営グローバル科目 

演
習
科
目 

ゼミナールⅠＡ 2単 位  「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ・ⅢＡ・ⅢＢ・ⅣＡ・Ⅳ

Ｂ」の12単位は，専攻科目の単位で代替できる。 ゼミナールⅠＢ 2単 位  

ゼミナールⅡＡ 2単 位  



ゼミナールⅡＢ 2単 位  

ゼミナールⅢＡ 2単 位  

ゼミナールⅢＢ 2単 位  

ゼミナールⅣＡ 2単 位  

ゼミナールⅣＢ 2単 位  

実践課題研究Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実践課題研究Ⅱ 

実践課題研究Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

 

〔 経営学部  ホスピタリティ経営学科〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  

修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 10単位以上    

言 語 4単位以上  1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

基 礎 科 目 群 10単位以上  必 修 1 0単 位 含 む 。  

経 営 学 基 礎 科 目 群 4単位以上  必修 4単位含む。  

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ 

経営学科目

群 

コア科目  12単位以上  必修 4単位含む。  

業
界
科
目 

ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ業界 

32単位以上   

ﾂｰﾘｽﾞﾑ･ｴｱﾗｲﾝ業界 

ｲﾍﾞﾝﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業界 

専
門
科
目 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾌｧｲﾅﾝｽ 

経営人材 

企業実習  

演

習

科

目 

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ａ 2単 位  「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ・ⅣＡ・ⅣＢ」

の8単位は，専攻科目の単位で代替でき

る。 
ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ｂ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ａ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ｂ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ａ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ｂ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ Ａ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ Ｂ 2単 位  



実 践 課 題 研 究 Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実 践 課 題 研 究 Ⅱ 

実 践 課 題 研 究 Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

 

〔 経 済 学部  経済学科〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  
修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 6単位以上    

言 語 4単位以上  1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

基 礎 科 目 6単位  

規 定 の 単 位 数 を 超 え て 修 得 し た 単 位

は，コース科目の選択必修科目の単位

数に充当できる。  

コ
ー
ス
科
目 

理論  

46単位以上  

専攻するコースの必修科目 2単位と選

択必修科目 26単位を含む。  

・産業経済コース  

・公共経済コース  

・スポーツ経済コース  

・グローバル・エコノミーコース  

分析・ツール  

政策・制度  

歴史  

コース外科目 

修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  
関
連
科
目 

スポーツサイエンス  

特別講義  

ワークショップ  

研修・留学  

演

習

科

目 

フレッシュマンゼミナールＡ 2単 位  8科目16単位 

「基礎ゼミナールＡ・Ｂ」 

「専門ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の

12単位は，ワークショップと専攻科目

（関連科目を除く）の単位で代替でき

る。ただし，専攻科目（関連科目を除

く）の上限は8単位とする。 

フレッシュマンゼミナールＢ 2単 位  

基 礎 ゼ ミ ナ ー ル Ａ 2単 位  

基 礎 ゼ ミ ナ ー ル Ｂ 2単 位  

専 門 ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ 2単 位  

専 門 ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ 2単 位  

専 門 ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ 2単 位  

専 門 ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ 2単 位  

実 践 課 題 研 究 Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実 践 課 題 研 究 Ⅱ 

実 践 課 題 研 究 Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 



〔 法 学 部  法 学 科 〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  
修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 10単 位 以 上    

言 語 4単 位 以 上  1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

先 修 科 目 群 

6 4単 位 以 上  

専攻するコースの先修科目群と基幹科目群

を合わせて 40単位以上修得すること。  

ただし，先修科目群は 18単位以上修得する

こと。  

基 幹 科 目 群 

展 開 科 目 群 

関 連 科 目 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

演

習

科

目 

一般ゼミナールＡ 2単 位  8科目16単位 

「専門ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」の4単位は，専攻

科目（先修科目群または基幹科目群）の単位で代

替できる。 

一般ゼミナールＢ 2単 位  

入門ゼミナールＡ 2単 位  

入門ゼミナールＢ 2単 位  

専門ゼミナールⅠＡ 2単 位  

専門ゼミナールⅠＢ 2単 位  

専門ゼミナールⅡＡ 2単 位  

専門ゼミナールⅡＢ 2単 位  

実 践 課 題 研 究 Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実 践 課 題 研 究 Ⅱ 

実 践 課 題 研 究 Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

 

〔 外 国 語 学部  英語学科〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  

修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 6単位以上    

言 語 4単位以上  英 語 以 外 の 1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

基 礎 科 目 28単位   

応
用
科
目 

英語実践科目群  

24単位以上  

【英語実践コース】  
「英語実践科目群」から 16単位以上修
得すること。  
【英語教育コース】  
「英語教育科目群」から 16単位以上修
得すること。  

英語教育科目群  

関連科目群  



演

習

科

目 

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ａ 1単 位  16単位 

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ｂ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ｃ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ｄ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ａ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ｂ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ｃ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ｄ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ａ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ｂ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ｃ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ｄ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ Ａ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ Ｂ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ Ｃ 1単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅳ Ｄ 1単 位  

実 践 課 題 研 究 Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実 践 課 題 研 究 Ⅱ 

実 践 課 題 研 究 Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

 

〔 国 際 学 部  国 際 学 科 〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  
修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 6単 位 以 上    

言 語 4単 位 以 上  1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専
攻
科
目 

基 礎 科 目 1 4単 位 以 上  必修 8単位を含む。  

海 外 留 学 科 目 1 6単 位 以 上  必修 8単位を含む。  

国 際 協 力 科 目 

2 0単 位 以 上  

【国際協力コース】  
12単位以上を含む。  

地 域 理 解 科 目 
【地域理解コース】  
12単位以上を含む。  

演

習

科

目 

ゼミナールⅠＡ 2単 位  必修 

ゼミナールⅠＢ 2単 位  

ゼミナールⅡＡ 2単 位  

ゼミナールⅡＢ 2単 位  



卒 業 研 究 Ⅰ Ａ 2単 位  

卒 業 研 究 Ⅰ Ｂ 2単 位  

卒 業 研 究 Ⅱ Ａ 2単 位  

卒 業 研 究 Ⅱ Ｂ 2単 位  

実践課題研究Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実践課題研究Ⅱ 

実践課題研究Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   

規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

また教職課程を除く資格課程及び資格養成課程で修得した単位（国際学部指定科目のみ）は，卒業単位

数に充当することができる。 

 

〔 情 報 学部  情報学科〕  

区分 卒業必要単位数  備考 

共

通

科

目 

初 年 次 教 育 
1年 次 前 期 に 履 修 す る こ と 。  

修 得 し た 単 位 は ， 卒 業 単 位 数 に 充 当 で き る 。  

教 養 10単位以上   「数学」は必修  

言 語 4単位以上  1外 国 語 4単 位 必 修  

実 務 基 礎  修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

専

攻

科

目 

基 幹 ク ラ ス タ  
18単位
以上 左記の

要件を
満たし
かつ，
基幹ク
ラスタ
と主専
攻クラ
スタか
ら36単
位以上 

64単位
以上 

「プログラミング実習ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・Ⅱ
Ｂ」は必修 

展開 

クラスタ 

コンピュータのハード 
ウェアとソフトウェア 

主専攻
クラス
タから
12単位
以上 

 

情報システムと 
ネットワーク 

マルチメディアと 
コンテンツ技術 

情報ビジネスと社会 

データ情報の活用 

演

習

科

目 

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ａ 2単 位  必 修  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ Ｂ 2単 位  必修 

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ａ 2単 位  
2年次で履修すること。  
ただし単位を修得できなかった場合
は，それぞれ専攻科目の単位で代替
することができる。  ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ Ｂ 2単 位  

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ａ 2単 位  必修 

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ Ｂ 2単 位  必 修  

卒 業 研 究 Ａ 2単 位  必 修  

卒 業 研 究 Ｂ 2単 位  必 修  

実 践 課 題 研 究 Ⅰ 修得した単位は，卒業単位数に充当できる。  

実 践 課 題 研 究 Ⅱ 

実 践 課 題 研 究 Ⅲ 

     合    計  1 2 4単 位   



規定の卒業必要単位数以外の単位については他学部等で修得した単位を充当することができる。 

 

２ ． 教 育 職 員 免 許 状 を 取 得 し よ う と す る 者 は ， 本 条 前 項 の 規 定 に よ る 他 ，

第 ５ 条 別 表 １ か ら 別 表 ９ の 科 目 の 中 か ら ， 教 育 職 員 免 許 法 ・ 同 法 施 行

規 則 に 定 め る 所 定 の 単 位 及 び 本 学 で 定 め る 所 定 の 単 位 を 修 得 し な け れ

ば な ら な い 。  

学 校 図 書 館 司 書 教 諭 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ， 本 条 前 項 の 規 定 に よ

る 他 ， 教 育 職 員 免 許 法 に 定 め る 教 諭 の 普 通 免 許 状 を 有 し ， 学 校 図 書 館

法 ・ 学 校 図 書 館 司 書 教 諭 講 習 規 程 に 基 づ き ， 第 ５ 条 別 表 1 2の 科 目 の 所

定 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

３ ． 本 大 学 に て 取 得 で き る 教 育 職 員 免 許 状 は ， 次 の と お り と す る 。  

 
 

学   部 学   科  取 得 で き る 教 員 免 許 状 の 種 類   免 許 教 科  

商 学 部 商 学 科   高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   商   業  

経 営 学 部 経 営 学 科   高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   商   業  

経 済 学 部 経 済 学 科 

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   社   会  

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状  
 地 理 歴 史  

 公   民  

法 学 部 法 学 科 

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   社   会  

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状  
 地 理 歴 史  

 公   民  

外 国 語 学 部 英 語 学 科 

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   英   語  

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   英   語  

国 際 学 部 国 際 学 科 

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   社   会  

 
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状  

 地 理 歴 史  

 公   民  

情 報 学 部 情 報 学 科   高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状   情   報  

 

    ４ ． 本 大 学 国 際 学 部 に ， 図 書 館 司 書 課 程 を 置 く 。  

図 書 館 司 書 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ，本 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 他 ，図

書 館 法・図 書 館 法 施 行 規 則 に 基 づ き ，第 ５ 条 別 表 1 0の 科 目 の 中 か ら 本 学

で 定 め る 所 定 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

    ５ ． 本 大 学 国 際 学 部 に ， 学 芸 員 課 程 を 置 く 。  

学 芸 員 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ，本 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 他 ，博 物 館



法・博 物 館 法 施 行 規 則 に 基 づ き ，第 ５ 条 別 表 1 1の 科 目 の 中 か ら 本 学 で 定

め る 所 定 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

    ６ ． 本 大 学 国 際 学 部 に ， 日 本 語 教 員 養 成 課 程 を 置 く 。  

本 課 程 を 修 了 し よ う と す る 者 は ，本 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 他 ，第 ５ 条 別

表 1 3の 科 目 の 中 か ら 本 学 で 定 め る 所 定 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な

い 。  

    ７ ． 本 大 学 国 際 学 部 に ， 認 定 心 理 士 養 成 課 程 を 置 く 。  

本 課 程 を 修 了 し よ う と す る 者 は ，本 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 他 ，第 ５ 条 別

表 1 4の 科 目 の 中 か ら 本 学 で 定 め る 所 定 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な

い 。  

    ８ ． 本 大 学 は ， 正 規 の 授 業 の 他 に 特 別 講 座 を 開 設 す る こ と が で き る 。  

 第 ８ 条   各 学 部 の 授 業 科 目 の 単 位 数 は ，授 業 の 方 法 に 応 じ ，当 該 授 業 に よ る 教 育

効 果 ，授 業 時 間 外 に 必 要 な 学 修 等 を 考 慮 し ，1 5時 間 か ら 4 5時 間 ま で の 範

囲 で 本 大 学 が 定 め る 時 間 の 授 業 を も っ て １ 単 位 と し て 計 算 す る 。  

２ ． 学 生 が １ 年 間 又 は １ 学 期 に 履 修 科 目 と し て 登 録 す る こ と が で き る 単 位

数 の 上 限 は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

第 ５ 章   卒 業 の 要 件 等 及 び 学 位  

 第 ９ 条   学 生 は ， 各 学 期 の 始 め に 履 修 希 望 の 授 業 科 目 を 届 け 出 て ， 承 認 を 得 な

け れ ば な ら な い 。  

第  1 0  条   単 位 の 認 定 は ， 筆 記 又 は 口 述 に よ る 試 験 ， そ の 他 適 当 な 方 法 に よ る 。  

第  1 1  条   試 験 は ， 学 期 末 又 は 学 年 末 に 行 う 。  

第  1 2  条   学 業 成 績 の 評 価 は ， Ｓ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ の ６ 種 類 と し ， Ｓ ・ Ａ ・

Ｂ ・ Ｃ を 合 格 ， Ｄ ・ Ｅ を 不 合 格 と す る 。 合 格 し た 授 業 科 目 に つ い て

は ， 所 定 の 単 位 数 を 与 え る 。  

第  1 3  条   ４ 年 以 上 在 学 し て 所 定 の 単 位 を 修 得 し た 者 は ， 学 長 が 卒 業 を 認 定 し ，

卒 業 証 書 及 び 学 士 の 学 位 を 授 与 す る 。  

第  1 4  条   通 信 教 育 課 程 の 履 修 単 位 は ， 本 大 学 の 通 常 課 程 に お け る 履 修 単 位 と 互

い に 転 換 す る こ と が で き る 。  



第  1 5  条   本 大 学 が 教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 （ 外 国 の

大 学 ・ 短 期 大 学 を 含 む ） で 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 及

び 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 教 育 施 設 等 に お け る 学 修 に つ い て ， 本 大 学 に

お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な す こ と が で き る 単 位 を 教 授 会 の 議 を 経 て 60

単位を 超 え な い 範 囲 で 卒 業 に 必 要 な 単 位 と し て 認 定 す る こ と が で きる 。  

    ２ ． 本 大 学 が 教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 入 学 前 に 大 学 又 は 短 期 大 学 に お

い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 （ 科 目 等 履 修 生 と し て 修

得 し た 単 位 を 含 む ） 及 び 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 教 育 施 設 等 に お け る 学

修 に つ い て ， 本 大 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な す こ と が で き る 単

位 を 教 授 会 の 議 を 経 て 卒 業 に 必 要 な 単 位 と し て 認 定 す る こ と が で き る 。  

    ３ ． 前 項 の 単 位 数 は ， 編 入 学 の 場 合 を 除 き 本 大 学 に お い て 修 得 し た 単 位 以

外 の も の に つ い て は ， 第 １ 項 に よ り 修 得 し た も の と み な す 単 位 数 と 合

わ せ て 6 0単 位 を 超 え な い も の と す る 。  

第  1 6  条   本 大 学 卒 業 者 の 学 士 の 学 位 は ， 次 の と お り と す る 。  
 
 

学  部 学   科 学     位  

 
商 学 部 商 学 科 学 士  （ 商  学 ）        

 

経 営 学 部 
経 営 学 科 学 士  （ 経 営 学 ）        

 
ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ経営学科 学 士  （ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ経営学）  

 
経 済 学 部 経 済 学 科 学 士  （ 経 済 学 ）        

 
法 学 部 法 学 科 学 士  （ 法  学 ）        

 
外 国 語 学 部 英 語 学 科 学 士  （ 英 語 学 ）        

 
国 際 学 部 国 際 学 科 学 士  （ 国 際 学 ）        

 
情 報 学 部 情 報 学 科 学 士  （ 情 報 学 ）        

 

第 ６ 章   学 年 ・ 学 期 ・ 休 業 日           

第  1 7  条   学 年 は ， ４ 月 １ 日 に 始 ま り ， 翌 年 ３ 月 3 1日 に 終 る 。  

第  1 8  条   学 年 は ， 次 の ２ 学 期 に 分 け る 。  

       前  期    ４ 月 １ 日 か ら ９ 月 3 0日 ま で  

       前   期   （前期期間中に第１ターム，第２ターム及びサマーセッションを設ける） 



       後  期   1 0月 １ 日 か ら ３ 月 3 1日 ま で  

       後  期   （後期期間中に第３ターム，第４ターム及びスプリングセッションを設ける） 

 

第  1 9  条   休 業 日 は ， 次 の と お り と す る 。  

      ( 1 )  日 曜 日     

      ( 2 )  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 日  

      ( 3 )  創 立 記 念 日    ６ 月 ２ 日  

      ( 4 )  夏 期 休 業     ９ 月 上 旬 か ら ９ 月 3 0日 ま で  

      ( 5 )  冬 期 休 業     1 2月 下 旬 か ら １ 月 ７ 日 ま で  

    ２ ． 前 項 に 定 め た も の の 他 必 要 に 応 じ て 学 長 は ， 臨 時 に 授 業 を 休 止 す る こ

と が で き る 。  

 

第 ７ 章   入 学 ・ 休 学 ・ 退 学 ・ 留 学  

第  2 0  条   入 学 の 時 期 は ， 毎 学 年 始 め と す る 。  

第  2 1  条   本 大 学 の 第 １ 学 年 に 入 学 す る こ と の で き る 者 は ， 次 の 各 号 の 一 に 該 当

す る 者 と す る 。  

      ( 1 )  高 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た 者  

      ( 2 )  通 常 の 課 程 に よ る 1 2年 の 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 （ 通 常 の 課 程 以

外 の 課 程 に よ り こ れ に 相 当 す る 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 を 含 む ）  

      ( 3 )  外 国 に お い て 学 校 教 育 に お け る 1 2年 の 課 程 を 修 了 し た 者 又 は こ

れ に 準 ず る 者 で 文 部 科 学 大 臣 の 指 定 し た も の  

      ( 4 )  文 部 科 学 大 臣 が 高 等 学 校 の 課 程 と 同 等 の 課 程 を 有 す る も の と し

て 認 定 し た 在 外 教 育 施 設 の 当 該 課 程 を 修 了 し た 者  

      ( 5 )  文 部 科 学 大 臣 の 指 定 し た 者  

      ( 6 )  高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 規 則 に よ る 高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試

験 に 合 格 し た 者 （ 旧 規 程 に よ る 大 学 入 学 資 格 検 定 に 合 格 し た 者 を

含 む ）  

      ( 7 )  本 大 学 に お い て ， 個 別 の 入 学 資 格 審 査 に よ り ， 高 等 学 校 を 卒 業

し た 者 と 同 等 以 上 の 学 力 が あ る と 認 め た 者 で ， 1 8歳 に 達 し た も の  



第  2 2  条   入 学 者 は ， 試 験 に よ っ て 決 定 す る 。 入 学 試 験 の 方 法 は ， そ の 都 度 こ れ

を 定 め る 。  

第  2 3  条   入 学 に 必 要 な 手 続 き は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

第  2 4  条   他 の 大 学 に 在 学 す る 者 ， 短 期 大 学 卒 業 者 ， そ の 他 同 等 以 上 の 資 格 あ る

入 学 志 願 者 に つ い て ， 試 験 の う え ， 編 入 学 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

第  2 5  条   学 生 が 疾 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 の た め ， 休 学 又 は 退 学 を 願 い 出 た

と き は ， こ れ を 許 可 す る こ と が で き る 。  

      休 学 の 期 間 は 第 ６ 条 及 び 第 1 3条 に 規 定 す る 在 学 期 間 に 算 入 し な い 。  

    ２ ． 休 学 の 期 間 は ， 通 算 し て ２ 年 を 超 え る こ と は で き な い 。  

第  2 6  条    前 条 に よ り 退 学 し た 者 が 再 入 学 を 願 い 出 た と き は ， 試 験 の う え 許 可 す

る こ と が で き る 。  

第  2 7  条    次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 は ， 教 授 会 の 議 を 経 て 学 長 が 除 籍 す る 。  

      ( 1 )  学 業 を 怠 り ， 成 業 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ た 者  

      ( 2 )  所 定 の 登 録 手 続 き を せ ず ， ま た 休 学 ， 退 学 の 手 続 き を し な い 者  

      ( 3 )  授 業 料 そ の 他 の 納 付 金 の 納 入 を 怠 っ た 者  

      ( 4 )  第 ６ 条 第 ２ 項 に 定 め る 在 学 年 数 を 超 え る 者  

      ( 5 )  第 2 5条 第 ２ 項 に 定 め た 休 学 期 間 を 超 え て な お 復 学 若 し く は 退 学

し な い 者  

    ２ ． 前 項 第 ３ 号 に よ り 除 籍 さ れ た 者 が 復 籍 を 願 い 出 た と き は ， 試 験 の う え

許 可 す る こ と が で き る 。  

第  2 8  条    学 長 の 許 可 を 受 け る こ と な く ， 他 の 大 学 へ 入 学 又 は 編 入 学 を 願 い 出 る

こ と は で き な い 。  

第  2 9  条    本 大 学 が 教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 休 学 す る こ と な く ， 他 の 大 学 等

に 留 学 す る こ と を 許 可 す る こ と が で き る 。  

    ２ ． 留 学 の 期 間 は ， 原 則 と し て 一 年 間 に 限 り 在 学 年 数 に 算 入 す る 。  

    ３ ． 留 学 に 関 す る 規 程 は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

第 ８ 章   聴 講 生 ・ 科 目 等 履 修 生 ・ 単 位 互 換 履 修 生 ・ 外 国 人 留 学 生  

第  3 0  条    特 定 の 授 業 科 目 に つ い て 聴 講 を 願 い 出 る 者 が あ る と き は ， 選 考 の う え



聴 講 生 と し て ， こ れ を 許 可 す る こ と が で き る 。  

    ２ ． 特 定 の 授 業 科 目 に つ い て 履 修 を 願 い 出 る 者 が あ る と き は ， 選 考 の う え

科 目 等 履 修 生 と し て ， こ れ を 許 可 す る こ と が で き る 。  

    ３ ． 他 の 大 学 ・ 短 期 大 学 の 学 生 で 大 学 間 の 協 定 に も と づ き 特 定 の 授 業 科 目

の 履 修 を 願 い 出 る 者 が あ る と き は ， 選 考 の う え 単 位 互 換 履 修 生 と し

て ， こ れ を 許 可 す る こ と が で き る 。  

    ４ ． 科 目 等 履 修 生 及 び 単 位 互 換 履 修 生 は 履 修 し た 授 業 科 目 の 試 験 に 合 格 し

た 場 合 は ， 所 定 の 単 位 を 与 え る こ と が で き る 。  

    ５ ． 聴 講 生 ・ 科 目 等 履 修 生 ・ 単 位 互 換 履 修 生 に 関 す る 規 程 は ， 別 に こ れ を

定 め る 。  

第  3 1  条    外 国 人 留 学 生 と し て ， 本 大 学 に 入 学 を 希 望 す る 者 が あ る と き は ， 選 考

の う え ， 入 学 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

    ２ ． 外 国 人 留 学 生 に 関 す る 規 程 は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

第  3 2  条   特 別 の 規 定 の な い 限 り 本 学 則 は ， 聴 講 生 ・ 科 目 等 履 修 生 に お い て も こ

れ を 準 用 す る 。  

      た だ し ， 第 ５ 章 第 1 3条 の 規 定 は ， こ れ を 準 用 し な い 。  

 

第 ９ 章   賞 罰           

第  3 3  条   特 に 品 行 方 正 ・ 学 術 優 秀 ・ 志 操 堅 固 な 者 は ， こ れ を 表 彰 す る 。  

第  3 4  条   本 大 学 の 規 則 に 違 反 し た と き ， 又 は 学 生 の 本 分 に も と る 行 為 が あ る と

認 め た と き は ， 懲 戒 を 加 え る 。  

第  3 5  条   懲 戒 処 分 は ， 謹 慎 ・ 停 学 及 び 退 学 と す る 。 退 学 は ， 次 の 各 号 の 一 に 該

当 す る 者 に つ い て 行 う 。  

      ( 1 )  性 行 不 良 で 改 善 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

      ( 2 )  学 業 を 怠 り 成 業 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

      ( 3 )  正 当 の 理 由 が な く て 出 席 常 で な い 者  

      ( 4 )  本 大 学 の 秩 序 を 乱 し ， そ の 他 学 生 と し て の 本 分 に 反 し た 者  

    ２ ． 前 項 の 懲 戒 処 分 は ， 教 授 会 の 議 を 経 て ， 学 長 が こ れ を 行 う 。  

 



第 1 0章   入 学 検 定 料 ・ 学 費 ・ 聴 講 料 ・ 受 講 料 及 び 奨 学 制 度  

第  3 6  条   本 大 学 に 入 学 を 志 願 す る 者 は ， 入 学 検 定 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

第  3 7  条   本 大 学 に 入 学 又 は 編 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は ， 入 学 金 ・ 授 業 料 ・ 施 設 設

備 費 並 び に 設 備 維 持 費 を 所 定 の 期 日 ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

第  3 8  条   学 生 は ， 授 業 料 を 前 期 と 後 期 に 分 納 す る こ と が で き る 。  

第  3 9  条   聴 講 生 は ， 聴 講 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

    ２ ． 科 目 等 履 修 生 は ， 受 講 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

第  4 0  条   第 3 6条 の 入 学 検 定 料 ， 第 3 7条 の 学 費 並 び に 第 3 9条 の 聴 講 料 ・ 受 講 料

は ， 別 表 の と お り と す る 。  

第  4 1  条   既 納 の 入 学 検 定 料 及 び 学 費 そ の 他 は ， 如 何 な る 事 情 が あ っ て も 返 付 し

な い 。  

第  4 2  条   本 大 学 に 奨 学 制 度 を 設 け る 。  

    ２ ． 奨 学 制 度 に つ い て は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

第 1 1章   図 書 館           

第  4 3  条   本 大 学 に 図 書 館 を 置 く 。  

第  4 4  条   図 書 館 の 細 則 は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

第 1 2章   研 究 所           

第  4 5  条   本 大 学 に 研 究 所 を 付 設 す る こ と が で き る 。  

 

第 1 3章   教 員 の 組 織           

第  4 6  条   本 大 学 に 学 長 を 置 き ， 学 部 に 学 部 長 ， 通 信 教 育 部 に 通 信 教 育 部 長 を 置

く 。  

第  4 7  条   本 大 学 に 名 誉 教 授 ， 教 授 ， 客 員 教 授 ， 准 教 授 ， 専 任 講 師 ， 助 教 ， 講 師

（ 非 常 勤 ） ， 助 手 を 置 く 。  

第  4 8  条   学 長 は ， 校 務 を つ か さ ど り ， 所 属 職 員 を 統 督 す る 。  

第  4 9  条   学 部 長 は ， 学 長 の 指 示 に 基 づ き ， そ の 学 部 を 統 括 す る 。  

第  5 0  条   教 授 ， 准 教 授 ， 専 任 講 師 ， 助 教 は ， 担 当 す る 専 門 学 術 の 研 究 並 び に 教



育 に 従 事 す る 。  

第  5 1  条   助 手 は ， 教 授 ， 准 教 授 ， 専 任 講 師 又 は 助 教 の 指 示 に 従 い ， 教 育 研 究 の

業 務 に 従 事 す る 。  

第  5 2  条   名 誉 教 授 ， 客 員 教 授 ， 講 師 （ 非 常 勤 ） に つ い て は ， 別 に 定 め る 。  

 

第 1 4章   大 学 協 議 会 ・ 教 授 会 ・ そ の 他 の 運 営 組 織  

第  5 3  条    本 大 学 に 大 学 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

    ２ ． 協 議 会 は ， 各 学 部 に 共 通 す る 重 要 な 事 項 の 審 議 に あ た る 。  

    ３ ． 協 議 会 に 関 す る 規 程 は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

第  5 4  条   本 大 学 各 学 部 に 教 授 会 を 置 く 。  

第  5 5  条   教 授 会 は ， 専 任 の 教 授 ・ 准 教 授 ・ 講 師 及 び 助 教 を も っ て 構 成 す る 。  

第  5 6  条   教 授 会 は ， 学 部 長 が 招 集 し ， そ の 議 長 と な る 。  

第  5 7  条   教 授 会 は ，学 長 が 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 定 を 行 う に あ た り ，意 見 を

述 べ る も の と す る 。  

( 1 )  学 生 の 入 学 ･卒 業 に 関 す る こ と  

( 2 )  学 位 の 授 与 に 関 す る こ と  

２ ．教 授 会 は ，前 項 に 規 定 す る も の の ほ か ，学 長 が つ か さ ど る 教 育 研 究 に 関

す る 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 審 議 し ，及 び 学 長 の 求 め に 応 じ ，意 見 を 述

べ る こ と が で き る 。  

( 1 )  学 生 の 復 学 ・ 退 学 ・ 休 学 等 に 関 す る こ と  

( 2 )  学 生 の 試 験 に 関 す る こ と  

( 3 )  学 生 の 指 導 及 び 賞 罰 に 関 す る こ と  

( 4 )  教 育 課 程 ， 授 業 に 関 す る こ と  

( 5 )  学 術 研 究 に 関 す る こ と  

( 6 )  教 員 の 教 育 研 究 業 績 の 審 査 に 関 す る こ と  

( 7 )  そ の 他 教 育 研 究 に 関 す る こ と  

第  5 8  条   そ の 他 の 運 営 組 織 に つ い て は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

第 1 5章   事 務 組 織           



第  5 9  条   本 大 学 の 事 務 を 遂 行 す る た め に 事 務 局 を 置 く 。  

    ２ ． 事 務 局 の 組 織 に つ い て は ， 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

第 1 6章   公 開 講 座           

第  6 0  条    土 曜 又 は 休 業 日 等 の 適 当 な 時 期 を 選 び ， 経 営 ・ 経 済 ・ 人 文 科 学 ・ 社 会

科 学 ・ 時 事 問 題 等 に 関 す る 市 民 講 座 を 開 く こ と が あ る 。  

 

    附     則  

  本 学 則 は ， 昭 和 3 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

<  略  >  

 

    附     則  

  本 学 則 は ， 2 0 1 9年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附     則  

  １ ． 本 学 則 は ， 2 0 2 0年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２ ．商 学 部 通 信 教 育 課 程（ 通 信 教 育 部 ）は ， 2 0 2 0年 ３ 月 3 1日 を も っ て 学 生 募 集 を

停 止 す る 。  

３ ． 前 項 に か か わ ら ず ， 商 学 部 通 信 教 育 課 程（ 通 信 教 育 部 ） は ， 2 0 2 0年 ４ 月 １ 日

以 後 に お い て も ，当 該 課 程 に 在 学 す る 者 の 属 す る 年 次 に は ，編 入 学 ，転 籍 ま た

は 再 入 学 者 を 受 け 入 れ る こ と が で き る も の と す る 。  

４ ． 商 学 部 通 信 教 育 課 程 （ 通 信 教 育 部 ） は ， 改 正 後 の 学 則 の 規 定 に か か わ ら ず ，

2 0 2 0年 ３ 月 3 1日 に 当 該 課 程 に 在 学 す る 者 が ， 当 該 課 程 に 在 学 し な く な る ま で

の 間 ， 存 続 す る も の と す る 。  

    附     則  

  本 学 則 は ， 2 0 2 2年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附     則  

  本 学 則 は ， 2 0 2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附     則  

  本 学 則 は ， 2 0 2 4年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



　第　５　条　　　別　　表

　〈　略　〉

　第　40　条　　　別　　表

　　　　　1.　検　　定　　料　　　35,000円

　　　　　2.　入　　学　　金　　 200,000円（入学時のみ）

　　　　　3.　授業料・施設設備費（年額）

（円）

入学年度

928,000 928,000 928,000 928,000 

200,000 160,000 140,000 120,000 

1,128,000 1,088,000 1,068,000 1,048,000 

固 定 費 710,000 710,000 710,000 710,000 

単位制分
履修登録単位数
1単位につき

8,000円

履修登録単位数
1単位につき

8,000円

履修登録単位数
1単位につき

8,000円

200,000 160,000 140,000 120,000 

　　　　　4.　聴　　講　　料　　　 8,000円（受講科目1単位につき）

　　　　　5.　受　　講　　料　　　10,000円（受講科目1単位につき）

情
報
学
部

履修登録単位数
1単位につき

8,000円

学部

商
学
部
・
経
営
学
部
・
経
済

学
部
・
法
学
部
・
外
国
語
学

部
・
国
際
学
部

種別
2024年度以降

計

授
 
業
 
料

施 設 設 備 費

授 業 料

施 設 設 備 費

2023年度 2019年度以前2020～2022年度


